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会議次第 

１ 開  会 

 

 

２ あいさつ 

 

 

３ 新任委員自己紹介 

 

 

４ 議  題 

（１）第１回会議アンケート結果について 

 

 

（２）地域活性化事業交付金の活用について 

 

 

５ そ の 他 

 

６ 閉  会 



経    過 

１ 開  会   

 

２ あいさつ   

鈴木会長 

 

３ 委員自己紹介  

吉田委員（新磯小学校ＰＴＡ）、寺島委員（新磯商盛会） 

 

４ 議  題  進行：鈴木会長 

（１）第１回会議アンケート結果について 

   第１回まちづくり会議で聴取したアンケート結果について内田副会長から説明

および行政や地域の取組み紹介を行った。 

  ＜主な質問・意見＞ 

（◎は会長または副会長の発言、○は委員の発言、●は市の発言）  

 ①ひとり親支援（フードＢＯＸ）について 

（〇） 支援が必要な方にどう周知しているのか？ 

（●） 対象が中学生以下の子どもがいる家庭であるため、ＣＳＷやＳＳＷの方に協

力いただき、支援が必要な方へ周知いただいている。 

（◎） これまでに設置している地域で防犯上の問題は生じたことはあるか？ 

（●） 現在市内で１１か所設置していると承知しているが、これまでに防犯上の問 

題は生じていない。フードＢＯＸはチェーンで固定できる仕様であり、そのチ 

ェーンもＮＰＯ法人から貸与いただける。 

 ＢＯＸの暗証番号は、ＮＰＯ法人から申請者へ直接ＬＩＮＥで通知する仕組 

みとなっているため、申請者のみが受け取れる仕組みとなっている。 

（〇） フードＢＯＸ内のお弁当が腐敗することはないのか？ 

（●） お届けされる食材は、缶詰やインスタント食品等になるため腐敗の可能性は 

   低い。また、法人も細心の注意を払うため、夏場は保冷材の同封や申請者の取 

り出し時間に合わせた配達を計画している。 

（◎） 新磯地区で２箇所まで設置可能とのこと。新磯地区の子育て支援のため、設 

置可能な団体はまちづくりセンターまで連絡してほしい。 

 ②グリーンスローモビリティについて 

（〇） 新磯地区では７月から２台目の導入を目指している。現在TAJIMA社製を運行し 

ているが、運転者が運転しづらいというデメリットがある。 

YAMAHA社製の方が機能性は優れているが、オープンカーのため夏冬の気候問題

があり一長一短である。今後はYAMAHA社製の試乗等を行い、導入に向けて検討を

進める。 

 また、現在の運行は買い物支援に限定している。病院や郵便局、公民館等への



運行と利用目的を拡げるには地域のボランティアの確保が必要である。 

 その他、グリーンスローモビリティの利用は、高齢者限定と思われがちである

が、妊婦等の交通弱者は誰でも使用できることを周知していきたい。 

③ 相武台下駅のエレベーター設置について 

（〇）乗降人数は公表していたと認識しているがどうか？ 

（◎）令和４年の市議会答弁の中で公表されなくなった理由について質問されており、

無人駅については、自動券売機のない駅が多いなどの事情から、乗車人員の把握

が難しい状況となっているため、公表を控えているとＪＲから回答があったとの

答弁を行っている。 

（〇）正確な人数がわからないということはエレベーターの設置が難しいのか？難し

ければ、改札口を反対側のホームに設置してほしい。 

（◎）市ではエレベーターを設置する事業者に対して補助対象経費最大５,０００万円 

の１/２、つまり２,５００万円の補助をしている。県も同様に最大１,２５０万円 

を上限に補助しているが、エレベーターの設置には数億円必要であるため、事業

者が設置に向けて前向きに検討することが難しい実情がある。また、改札口の設

置についても新たに土地の取得等のハードルがある。 

④ 不登校支援や子どもの健全育成について 

（〇） 市内の小中学校の不登校児数が年々増えている実情について、健全育成協議会 

  で話し合った。その際、大人が相談できる場所がほしいとの意見があった。 

（●）まちづくりセンターは地域の相談窓口の役割も担っているため、相談場所とし

て周知いただきたい。案件に応じて必要な機関を案内する。 

（〇）新磯地区で子どもによる窃盗等の犯罪が行われているため、地域で見守り強化

を要請する。 

（◎）承知した。 

⑤ イルミネーション事業の継続について 

（〇） イルミネーション事業を実施している観光協会で話し合いを進めているが、費 

用面で維持、継続していくのが難しい状況にある。帆かけ舟やざる菊等、新磯地

区ならではの伝統を守ることができなかったため、イルミネーション事業を何と

か継続したい。 

（◎）イルミネーション事業は、新磯地区に住む方々の楽しみの一つとなっており、 

地域に根付いた事業であるため、継続できるよう地域で支援してほしい。 

 

（２）地域活性化事業交付金の活用について 

  内田副会長より新磯地区の今年度の予算や申請スケジュールについて説明を 

 行った。 

 ＜主な質問・意見＞ 

（〇） 今年度、新磯地区の防犯に関する事業で申請を考えている。 

（◎）資料の申請スケジュールのとおり申請準備を進めていただきたい。 



（◎）過年度に３年実施した事業の再申請は可能か？ 

（●）令和６年度以前に、３年申請した事業の申請は不可である。 

（〇）事業の形や目的を変えて申請はできるのか？ 

（●）申請内容を精査して判断することとなる。 

 

５ そ の 他 

 桜並木の保全に向けた団体を設立し、活動に向けて議論を進めることとなった。 

 八木委員から相模の大凧まつりについて結果報告と協力に対する礼があった。 

  

    

６ 閉  会 

以 上   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                           ◎会長 〇副会長 

 


